
新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
住
所
や

氏
名
、
生
年
月
日
を
確
認
く
だ
さ
い
。
８

月
１
日
以
降
に
病
院
な
ど
を
受
診
す
る
と

き
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証
を
持
参
く
だ

さ
い
。

な
お
、
不
要
と
な
っ
た
保
険
証
は
処
分

す
る
か
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
総
合
支

所
地
域
生
活
課
、
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

の
窓
口
に
返
却
く
だ
さ
い
。

【
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
】

�
◉
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
兼
高
齢

受
給
者
証
）

令
和
５
年
７
月
31
日
ま
で
の
１
年
間
で

す
。
た
だ
し
、
次
の
人
は
、
有
効
期
限
が

異
な
り
ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

・
69
歳
の
人　
70
歳
の
誕
生
月
の
末
日

※
１
日
生
ま
れ
の
人
は
誕
生
日
の
前
日

・
74
歳
の
人　
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日

◉
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

制
度
改
正
に

伴
い
、
今
年
は

令
和
４
年
９
月

30
日
有
効
期
限

の
保
険
証
が
届

き
ま
す
。
10
月

以
降
の
保
険
証

は
、
９
月
中
に

郵
送
し
ま
す
。

各
種
認
定
証
の
更
新

【
国
民
健
康
保
険
】

次
の
①
②
の
認
定
証
の
更
新
手
続
き
を

８
月
１
日
㈪
か
ら
、
保
険
年
金
課
、
各
総

合
支
所
地
域
生
活
課
、
各
地
区
市
民
セ
ン

タ
ー
で
行
い
ま
す
。
な
お
、
70
歳
未
満
で

慢
性
腎
不
全
の
人
を
対
象
と
す
る
国
民
健

康
保
険
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
は
手
続
き

不
要
で
、
新
し
い
受
療
証
を
７
月
末
日
ま

で
に
郵
送
し
ま
す
。

①�

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証

�

同
一
世
帯
で
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者

（
擬
制
世
帯
主
含
む
）全
員
の
令
和
４
年

度
市
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
国
民
健
康

保
険
加
入
者

②
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

　

�

①
以
外
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
70

歳
未
満
の
人
、
ま
た
は
70
歳
以
上
75
歳

未
満
で
保
険
証
負
担
割
合
が
３
割
の
う

ち
、
住
民
税
課
税
所
得
６
９
０
万
円
未

満
の
人

◉
手
続
き
に
必
要
な
も
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
現
在
所

有
し
て
い
る
認
定
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
個
人
番
号
が
確
認
で
き
る
も

の
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書

※�

代
理
人
手
続
き
の
場
合
、
代
理
人
の
身

分
証
明
書
を
持
参
く
だ
さ
い

【
後
期
高
齢
者
医
療
】

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
で
、

対
象
と
な
る
人
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を

７
月
末
日
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付

令
和
４
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

納
入
通
知
書
を
７
月
中
に
発
送
し
ま
す
。

◉
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
の
人

期
日
ま
で
に
納
入
く
だ
さ
い
。

◉
年
金
差
し
引
き
の
人

保
険
料
額
の
変
更
に
よ
り
、
４
・
６
・

８
月
と
10
月
以
降
の
保
険
料
の
差
が
大
き

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

７月は国民健康保険証や
各種認定証の更新月です!

国民健康保険・後期高齢者医療制度は、病気やけがを
したときに、誰もが安心して治療を受けられる保険制
度です。適正に保険証や認定証の更新を行いましょう。

◎問い合わせ　保険年金課　☎23－2127

　マイナンバーカードを保険証として利用するに
は、マイナポータルでの事前登録が必要です。
　マイナンバーカードに保険証登録した場合でも、
現在の保険証は従来通り使用でき
ます。また、マイナンバーカードが
なくても、これまで通り保険証の提
示で医療機関を受診できます。

マイナンバーカードが
健康保険証として利用できます！

マイナポータル
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